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LPガス料金の不透明に対し抜本的対策を求める要請書 

  

全国消団連をはじめ多くの消費者団体では、以前より、LP ガス取引における

LP ガス料金の透明化および消費者への丁寧な説明を求めてきました。  

 2017 年には液石法省令の一部改正、取引適正化ガイドラインの制定などが行

われました。これにより、料金透明化が進んだ事業者・地域もありますが、全体

としてはまだ不十分であること、かつ改善が見られない背景には構造的な問題

があること、そのため、抜本的な対策が必要である、というのが私たちの評価で

す。  

 2018 年および 2020 年に日本生協連が行った調査では、液石法 14 条書面に必

要事項を適切に記載していない、説明や書面が手渡されていないなどの事例が

みられ、料金の明細が示されない事例もあることがわかりました。この点は、以

前から消費者団体と事業者団体との意見交換の場などで指摘されており、事業

者団体もそうした実態があることを認めています。  

 標準的な料金メニューの公表については、北海道や神奈川県の消費者団体が

調査を継続していますが、改善は一部にとどまっており、あまり進んでいないこ

とが明らかになっています。  

 省令改正、ガイドライン制定から 3 年経過しましたが、いまだ情報開示は不

十分であり、料金透明化・取引適正化にはまだまだ課題があります。都道府県 LP

ガス協会、事業者の皆様には、関係省庁等と連携のうえ抜本的な対策を講じるこ

とを求めます。  

  

１．LPガス事業者との契約にあたり、液石法 14条書面に必要事項を記載、交

付し、消費者にその内容を説明することを徹底してください。  

2018年および 2020年に日本生協連が行った LP ガス料金に関する家計調査に

よると、消費者が LP ガス事業者との契約時に書面確認、書面交付があったかど

うかをきいたところ、全国平均で 2018 年は 11％、2020 年は 13％の契約者が受

けていないと回答しました。 

都道府県 LP ガス協会には、事業者に液石法 14 条書面の整備と交付を確実に

行うよう指導することを求めます。  

  

２．LPガス料金の明細を明らかにしてください。 

日本生協連の LP ガス料金調査から、同一地域、同一事業者でも 1m³あたりの

LP ガス料金（基本料金、従量料金、あるいはその両方）が大きく違うことがわ

かりました。2018 年の料金幅が 207 円～3,110 円、2020 年は 380 円～3,403 円



となっており、２年間だけでも料金幅は拡がり最安値と最高値の値上げも行わ

れています。この間 LP ガス原材料は円高が進んで高騰していないことを鑑みれ

ば、理解できない現象です。 

LP ガス料金の不透明化は、消費者へガス以外の費用負担を課している可能性

が考えられますが、ガイドラインに基づき作成された LP ガス販売指針で示され

ている三段階料金制度を採用している事業者は少なく、消費者には料金の内訳

はわかりません。日本生協連調査によると、3 段階料金を採用しているのは全体

の 9％、検針票では料金の内訳が不明なものが 10％、単価表などとの照合が必

要で分かりにくいものが 16％ありました。主に訪問販売として事業を行ってい

る場合は「重要事項の不告知」にあたる恐れがあります。個々の住宅事情により、

LP ガス付属設備に関する費用を賃借人（消費者）が負担せざるを得ない場合は、

料金の内訳明細がわかるよう明示することを求めます。 

LP ガス事業者と主に賃貸集合住宅のオーナーとの取引において、LP ガス事

業者が無償配管、ガス機器等の無償貸与を行う商慣行があり、現在も続いていま

す。その費用を LP ガスの契約者（消費者）が負担する場合は、請求書（検針票）

にその内訳を明記するよう、ガイドラインに基づき作成された LP ガス販売指針

で求めていますが、明記している事業者は少なく、消費者が確認することは難し

い状況です。そのため、知らずに費用を負担させられている消費者がいます。こ

の問題の解決には、LP ガス業界だけでなく不動産業界ともに足並みをそろえて

商慣行を改めていく必要があると考えます。 

  

３．すべての LPガス事業者に標準的メニューの公表を強く求めます。  

 事業者ごとの標準的メニューについては、これまで認められてきた「店頭での

表示のみ」では不十分です。平成 31 年度の神奈川県の消費者団体の電話調査に

よると、調査対象 716 社中、電話での問い合わせに対して回答を拒んだ事業者

が 476 社あったとのことです。この調査では回答率が低い（平成 31 年度調査で

34％）ほか、「顧客でなくては教えない」「ホームページを見てくれ」「返答せ

ずに質問者の個人情報を細かく聞いてくる」など、標準的なメニューの問い合わ

せに対しての応対として問題だと思われる事例もありました。電話問い合わせ

の速やかな回答、およびホームページへの掲載を事業者に求めてください。ホー

ムページのない事業者に向けては、都道府県の LP ガス協会のホームページを活

用するなど、協会がバックアップして事業者に公表を促してください。  

 

以上 


